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当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局長より通知がありましたのでお知
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動物用生物学的製剤検定基準の一部改正等について

このことについて、別添写しのとおり各都道府県知事宛て通知したので

了知願います。また、貴会会員に対する周知方よろしくぉ願いします。
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動物用生物学的製剤検定基準の一部改正等にっいて

今般、「動物用生物学的製剤検定基準」(平成14年10月3日農林水産省告
示第1568号)及び・「動物用医薬品の検定手数料並びに出願者の保存用品と

して抜き取らせるべき数量を定める等の件」(平成17年3月18日農林水産

省告示第516号)の一部が別紙1及び別紙2までのとおり改正されましたの

で、貴庁に備え置いて縦覧願います。
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「歌のよう」

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部の破傷風(アジニバントカのトキソイドの項中「33.フ、
3.3.8、」を「33.8及び」に改める。

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部の馬インフルエンザ不活化ワクチンの項中「、 3.4.6」
を削る。

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部の馬ウイルス性動脈炎不活化ワクチン(アジュ・バント

加溶解用液)の項中「、 3,47」を削る。

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部の馬鼻肺炎(アジュバントカ山不活化ワクチンの項中
「、 3.5.6」を削る。

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部の馬ロタウィルス感染症(アジュバントカの不活化ワ
クチンの項中「、 3.5.6」を削る。

ワクチン(シードロツト製剤を除く。)の部のゲタウィルス感染症不活化ワクチンの項中「、3.5.5」
を削る。

ワクチン(シー.ドロット製剤を除く。)の部の日本脳炎精製不活化ワクチンの項中「、 3.4.6」を削
る。

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部の日本脳炎・ゲタウィルス感染症混合不活化ワクチン
の項中「、 3.5.5」を削る。

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部の馬インフルエンザ不活化・日本脳炎不活化.破傷風
トキソイド混合(アジュバント加)ワクチンの項中「、 3.6.フ」を削る。

ワクチン(シードロット製剤を除く。)の部の狂犬病組織培養不活化ワクチンの項中「、 3.5.6」を
削る。
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馬インフノレエンザ不活化ワ

クチン

馬ウイルス性動脈炎不活化

ワクチン(アジュバント加

溶解用液)

185,900

馬鼻肺炎(アジュバント加

)不活化ワクチン

20,300

279,500

馬ロタウイルス感染症(ア

ジュバントカの不活化ワク
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ゲタウイルス感染症不活化

ワクチン

日本脳炎精製不活化ワクチ

ン

日本脳炎・ゲタウイルス感

染症混合不活化ワクチン

馬インフルエンザ不活化ワ

クチン
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馬ウイルス性動脈炎不活化
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ワクチン(アジュバント加

溶解用液)

馬鼻肺炎(アジュバント加

)不活化ワクチン
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'馬ロタウイノレス感染症(ア

ジュバント加)不活化ワク

チン

ノ
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ゲタウイルス感染症不活化

ワクチン
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日本脳炎精製不活化ワクチ

ン

日本脳炎・ゲタウイルス感

染症混合不活化ワクチン

馬インフノレエンザ・日本脳

炎・破傷風混合(アジュバ

ント加)不活化ワクチン

馬インフノレエンザ不活化・

日本脳炎不活化・破傷風ト

キソイド混合(アジュバン

ト加)ワクチン
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チン

狂犬病組織培養不活化ワク

チン

搭倉丸゜
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5mL以上
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